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○岐阜経済大学大学院学則 

（制定平成１２年１２月２１日） 

 

  第１章  総則 

第１条 岐阜経済大学大学院（以下「本大学院」という。）は、教育基本法及び学校教育

法に従い、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめて、文化の進展に寄与

することを目的とする。 

 

  第２章  組織及び修業年限 

第２条 本大学院に次の研究科及び専攻を置く。 

  経営学研究科 経営学専攻  

２ 経営学研究科は、その基礎を経営学部に置く。 

第３条 本大学院研究科に修士課程を置く。 

２ 修士課程の修業年限は２年とする。ただし､社会人入学生にあっては、修業年限を３年

又は４年と定め、計画的に教育課程を履修（以下「長期履修学生」という。）すること

ができる。 

３ 修士課程は、4年をこえて在学することはできない。 

第４条 本大学院研究科の収容定員は次の通りとする。 
   研 究 科      専 攻    課程   入学定員   収容定員 

  経営学研究科    経営学専攻  修士課程   ２０名    ４０名 
 

  第３章 学年、学期、休業日 

第５条 学年、学期、休業日については、岐阜経済大学学則（以下「本学学則」とい

う。）を準用する。 

 

  第４章  職員組織 

第６条 本大学院に次の職員を置き、岐阜経済大学の職員をもって充てる。 

（１）教授、准教授 

（２）事務職員 

第７条 本大学院研究科に研究科長及び研究科委員会を置く。 

２ 研究科委員会は、その基礎となる学部の長及び研究科専任教員をもって組織する。 

３ 研究科長は、研究科委員会において選出する。 

第８条 研究科委員会は、次の事項を審議する。 

（１）教育課程の編成、履修の方法及び試験に関する事項 

（２）学生の入学、休学、復学、退学などの身分に関する事項 

（３）学位論文の審査に関する事項 

（４）教員の人事に関する事項 

（５）学科目担当者に関する事項 

（６）その他研究科の運営に関する事項 
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  第５章  授業科目、履修方法及び課程修了の要件 

第９条 本大学院の教育は、授業科目の履修及び学位論文の作成等に対する指導によって

行うものとする。 

２ 研究科のコース別人材育成の目的、授業科目及び履修単位数は別表第１の通りとする。 

３ 本大学院は、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間

において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育を行う。 

第１０条 授業科目の単位数の計算基準は、本学学則を準用する。 

第１１条 本大学院研究科において修了の認定を受けようとする者は、所定の修業年限を

在学のうえ、別表第１に基づく所定の授業科目及び単位数を修得し、かつ、学位論文の

審査に合格しなければならない。 

第１２条 教育上有益と認めるときは、他の大学院との協定に基づき、学生が他の大学院

において履修した授業科目について修得した単位を、１０単位を超えない範囲で本大学

院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定は、学生が外国の大学院に留学する場合に準用する。 

第１３条 教育上有益と認めるときは、新たに大学院第１年次に入学した者が入学前に他

の大学院において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得し

た単位を含む。）を、大学院における授業科目の履修とみなし１０単位を超えない範囲

で単位を認定することができる。 

２ 前第１項により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数は、第１２条

により修得したものとみなす単位数と合わせて１０単位を超えないものとする。 

第１４条 高等学校教諭一種免許状の所要資格を有する者で、教育職員免許法第５条及び

同法施行規則に基づき所定の単位を修得した者は、次の教科の教育職員免許状を取得す

ることができる。 

   経営学研究科経営学専攻 

    「商業」    高等学校教諭専修免許状 

    「情報」    高等学校教諭専修免許状 

第１５条 試験については、本学学則を準用する。 

第１６条 所定の期間を在学し、所定の科目を履修してその単位を修得し、学位論文の審

査に合格した学生に対し、学科長は研究科委員会の議を経て修了を認定する。 

２ 学長は前項により修了の認定を受けた者に対し、つぎの学位を授与する。 
     修了研究科   専 攻    課程      学 位 

    経営学研究科  経営学専攻  修士課程    修士（経営学） 

３ 学位の授与については、本学学位規程に定める。 

 

  第６章  入学、退学、休学、復学、再入学 

第１７条 入学は毎学年の始めとする。 

第１８条 次の各号の一に該当する者は、研究科修士課程第１年次に入学することができ

る。 

（１） 大学を卒業した者 
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（２） 文部科学大臣の指定した者 

（３） 外国における学校教育による１６年の課程を修了した者 

（４） 学校教育法第１０４条第４項第１号の規定により学士の学位を授与された者 

（５） 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の

学力があると認めた者で、２２歳に達した者 

第１９条 本大学院に入学を志願する者は、所定の手続により願い出なければならない。 

第２０条 入学選考に合格した者は、入学のために所定の手続をとらなければならない。 

第２１条 病気又はその他の事由により３ヶ月をこえて修学を中止しようとするときは、

学長の許可を得てその学期又は学年間休学することができる。ただし、事情により更に

１年以内これを延長することができる。 

２ 休学期間は、所定の在学期間に算入しない。 

３ 休学期間は、通算２年をこえることができない。 

第２２条 休学の事由が消滅して復学しようとするときは、所定の手続により願い出なけ

ればならない。 

第２３条 病気又はその他の事由により退学しようとするときは保証人と連署して願い出

るものとする。 

第２４条 退学した者が再入学を願い出たときは、審議のうえ、該当年次に入学を許可す

ることがある。 

 

  第７章  科目等履修生、聴講生、外国人留学生及び委託生 

第２５条 第１８条の各号のいずれかに該当する者が、本大学院の授業科目の一部につい

て科目等履修生又は聴講生となることを願い出たときは、正規の学生の学修に支障がな

い限りにおいて、これを許可することがある。 

第２６条 第１８条に定める入学資格を有する外国人で、大学院において教育を受ける目

的をもって入国し、本学に入学を志願する者については、選考のうえ、外国人留学生と

して入学を許可することができる。 

第２７条 他の大学、公共機関又は法人等から委託生として推薦された者については、選

考のうえ、これを委託生として受け入れることがある。 

第２８条 科目等履修生及び聴講生には、本学則の関係条項を適用する。 

２ 外国人留学生には、本学則を適用する。 

 

  第８章  学費 

第２９条 学生は、授業料その他所定の学費並びに必要に応じて学費以外の納付金及び手

数料を納入しなければならない。 

２ 前項の学費の種類及び金額は別表第２の通りとし、学費以外の納付金、手数料及び長

期履修学生の学費については別に定めるものとする。 

３ 休学者の学費は免除する。ただし、その休学期間にあっては、別に定める在籍料を納

入しなければならない。 

４ 授業料その他所定の学費を所定の期日までに納めない者は除籍される。 
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第３０条 入学料は入学年度のみに納めるものとする。 

２ 本学卒業生が本大学院に入学する場合の入学料は半額とする。 

３ 本学を卒業していない外国人留学生及び社会人が本大学院に入学する場合の入学料は

半額とする。 

第３１条 外国人留学生及び社会人入学生にあっては、授業料その他所定の学費の３割を

減免する。 

  第９章  その他 

第３２条 学生が本学則に反し、その他学生の本分にもとる行為があったときは、学長は

研究科委員会の議を経て、その軽重により次の懲戒を行う。 

（１）謹慎 

（２）停学 

（３）退学 

第３３条 本学則に定めるもののほか、本大学院に関する事項は、本学学則及びその他の

諸規程を準用する。 

 

   附 則 

この学則は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則 

この学則は、平成１４年４月１日から施行する。 

   附 則 

この学則は、平成１５年４月１日から施行する。ただし、平成１４年度以前の入学者に

ついては従前の学則を適用するものとする。 

   附 則 

 この学則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この学則は、平成１７年４月１日から施行する。ただし、平成１６年度以前の入学者に

ついては従前の学則を適用するものとする。 

附 則 

この学則は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、別表第１は、平成１９年度の

入学者から適用するものとする。 

   附 則 

この学則は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

この学則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成２２年４月１日から施行する。 
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別表第１（第９条関係） 

１． 経営学研究科修士課程経営学専攻  

コース 授業科目の名称 単位
配当年

次 
修了要件 コース別人材育成の目的 

企
業
経
営
コ
ー
ス 

経営学特論 
経営戦略特論 
コーポレートガバナンス研究 
現代生産システム研究 
人的資源管理研究 
経営史特論 
ベンチャービジネス研究 
起業戦略研究 
ビジネスモデル研究 
多国籍企業特論 
日本の中小企業研究 
IT企業研究 
スポーツマーケティング研究 
会社法研究 
アジア経済研究 
中国経済研究 
経営実践研究 
経営学演習Ⅰ 
経営学演習Ⅱ 
経営管理演習Ⅰ 
経営管理演習Ⅱ 
中小企業演習Ⅰ 
中小企業演習Ⅱ 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

１・２ 
１・２ 
１・２ 
１・２ 
１・２ 
１・２ 
１・２ 
１・２ 
１・２ 
１・２ 
１・２ 
１・２ 
１・２ 
１・２ 
１・２ 
１・２ 
１・２ 
１ 
２ 
１ 
２ 
１ 
２ 

グローバル化、情報技術

（IT）化、規制緩和の中で急
速に企業環境が変化していま

す。現代における様々な役割

を担っている既存企業の現状

の課題分析と革新のあり方お

よび創業･開業の具体的な方法

を身につけた人材の育成を目

指します。 

都
市
・
地
域
政
策
コ
ー
ス 

地域経済特論 
コミュニティ政策研究 
地域活性化戦略研究 
都市計画研究 
環境ビジネス戦略研究 
生活マネジメント研究 
生涯スポーツ政策研究 
財政学特論 
金融システム研究 
自治体経営戦略研究 
産業政策研究 
地域政策演習Ⅰ 
地域政策演習Ⅱ 
財政学演習Ⅰ 
財政学演習Ⅱ 
生活マネジメント演習Ⅰ 
生活マネジメント演習Ⅱ 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

１・２ 
１・２ 
１・２ 
１・２ 
１・２ 
１・２ 
１・２ 
１・２ 
１・２ 
１・２ 
１・２ 
１ 
２ 
１ 
２ 
１ 
２ 

経済のグローバル化と経済構

造改革・規制改革により大き

く姿を変える都市及び地方社

会を対象に、地域経済、都市

計画、中心市街地、地域福

祉、環境再生などの諸政策か

ら変容の中身を分析理解し、

コミュニティの単位から人間

都市再生の条件を多角的総合

的に展望できる人材育成を目

指します。 

会
計
・
税
務
コ
ー
ス 

会計学特論Ⅰ 
会計学特論Ⅱ 
財務会計特論 
管理会計特論 
経営分析特論 
税務会計特論 
税法特論Ⅰ 
税法特論Ⅱ 
会計学演習Ⅰ 
会計学演習Ⅱ 
税法演習Ⅰ 
税法演習Ⅱ 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 

１・２ 
１・２ 
１・２ 
１・２ 
１・２ 
１・２ 
１・２ 
１・２ 
１ 
２ 
１ 
２ 

様々な社会事象の中で、企業

会計の役割の必要性が高まっ

ています。また、IT の発展に
伴い世界規模での市場単一化

が進展し、企業情報の開示手

段としての会計情報の国際標

準化が、急速に進んでいま

す。こうした会計環境の変化

に対して、会計・税務に係る

高度な専門性と高潔な倫理観

を備え、地域の発展に貢献で

きる人材育成を目指します。 

経
営
情
報
コ
ー
ス 

経営情報システム研究Ⅰ 
経営情報システム研究Ⅱ 
戦略情報研究 
デジタルマーケティンクﾞ研究 
会計情報研究 
金融工学 
モデル分析特論 
シミュレーション研究 
知能システム研究 
エージェント技術研究 
コンピュータグラフィックス研究

Ⅰ 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

１・２ 
１・２ 
１・２ 
１・２ 
１・２ 
１・２ 
１・２ 
１・２ 
１・２ 
１・２ 
１・２ 
１・２ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

4コースのうちいずれ 
  か１コース(同一名称 
  の「演習Ⅰ･Ⅱ」8 単
位 
  を含め）16 単位以
上、 
  全体で 32単位以上を 
  修得しなければなら

な 
い。 

IT の革新は急で、企業経営に
おける IT の利用が組織の命運
を左右する時代となっていま

す。経営学と情報技術の両分

野にまたがる専門的研究を行

い、現代の企業や官公庁にお

いて IT を自在に活用して真に
創造的な仕事のできる人材育

成を目指します。 
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コンピュータグラフィックス研究

Ⅱ 
情報ネットワーク研究 
経営情報演習Ⅰ 
経営情報演習Ⅱ 
知能システム演習Ⅰ 
知能システム演習Ⅱ 
シミュレーション演習Ⅰ 
シミュレーション演習Ⅱ 
コンピュータグラフィックス演習

Ⅰ 
コンピュータグラフィックス演習

Ⅱ 
情報ネットワーク演習Ⅰ 
情報ネットワーク演習Ⅱ 

2 
４ 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

１・２ 
１ 
２ 
１ 
２ 
１ 
２ 
１ 
２ 
１ 
２ 

その他 
外国文献研究 
他大学院科目 

2 １・２ 

修士論文 修士論文の審査に合格すること。 

 

 

別表第２（第２９条関係）学費 
 
                    （単位 円） 

区  分 学  費 年   額 

 入学料     200,000 

経営学研究科 授業料     500,000 

修士課程 施設設備費     100,000 

 計     800,000 

 
 

 


